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◆震度5強以上の
大地震が発生し、
通信が不可能な時

◆「特別警報」
「暴風警報」
「大雪警報」
「暴風雪警報」

「火山噴火降灰予報」発表時

登校させない。

※メール配信は原則ありません。

保護者が、
学校で引き取る。

※第一次避難場所は、
原則として学校校庭です。
※引き取りがあるまで、
児童は学校に留め置きます。
※メール配信は原則ありません。

登校時は、学校に避難する。
下校時は、近くの安全な場所に避難する。
（学校に近い場合、
家に大人がいない場合は、学校に避難する。）

※「警報」は、地上波デジタル放送の「データ連動画面」や「防災・気象サイト」から確認し、ご判断く
ださい。

※悪天候で、ご家庭が判断して休む場合、非常変災による出席停止とします。欠席連絡してください。
※学校に児童がいる場合は、基本的に児童を学校に留め置きます。メールによる連絡を受け取れる
ように待機していただくとともに、つながらない場合は学校に引き取りにいらしてください。

※Jアラートで自然災害以外の警報が神奈川県を含んで発せられているときには、登校を見合わせ、
建物内で安全を確保してください。

※ご家庭でも、避難場所・避難方法などを、よく話し合っておいてください。
※「特別警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「火山噴火降灰予報」が午前６時の時点で
発表されている場合休校となります。

午前６時の時点で
横浜市に「特別警報」、「暴風」
｢大雪」「暴風雪」警報、「火山噴
火降灰予報」
のいずれかが発表されている場
合は、登校させない。
※全市一斉臨時休校。
※キッズ臨時休業
※メール配信は原則ありません。

下校時刻の変更や
引き取りなどの
緊急措置に対応する。

※通信可能な場合、緊急措置を
するときは、メール配信にて
連絡します。


